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Ⅰ　はじめに
　近年、中国では、電子商取引、オンラインバンキ
ング、インスタントメッセージ、検索エンジン及び
オンラインゲーム等のネットワーク関連産業が急速
に発展している。しかし、ネットワーク関連産業の
急速な発展に対し、対応する法制度が整っていない
ため、ネットワークのサイバーセキュリティの問題
が露呈し、社会経済の発展に大きな影響を及ぼして

いる。また、ネットワークにおいて如何に国家の安
全及び社会公共利益を保護するかが、中国政府の重
要な課題の一つになっている。
　上記のような背景の下、中国の全国人民代表大会
常務委員会は、2016年11月７日、「ネットワーク安
全法」（中国語では「網絡安全法」。日本語では、「イ
ンターネット安全法」、「サイバーセキュリティ法」
とも訳される２。以下「ネットワーク安全法」という）
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を採択し、2017年６月１日より施行した３。ネット
ワーク安全法の施行により、中国に進出する日系企
業にも対応が求められているものの、執行面では依
然として不明確な点が多く混乱を招いている。また、
中国は、近時、習近平国家主席の推進する「総体国
家安全観」の下、国家の安全に関連して規制を強化
する動きにあるところ、運用次第では企業活動に影
響を及ぼす法令が複数あり、ネットワーク安全法も
その中に位置付けられる。
　そこで、以下では、ネットワーク安全法の概要を
紹介するとともに、その知的財産権実務に及ぼす影
響について検討する４。

Ⅱ　ネットワーク安全法の概要
　全79条からなるネットワーク安全法の概要は、以
下のとおりである。

１　用語の定義

「ネットワーク」とは、コンピュータその他の情
報端末及び関連設備により構成され、一定の規則
及びプログラムに基づき、情報の収集・伝送・交
換・処理を行うシステムをいう。これは、「イン
ターネット」よりも広い概念である。
「ネットワーク安全」とは、必要な措置を講じ

ることにより、ネットワークへの攻撃、侵入、妨
害、破壊、不法な使用及び想定外の事故を防止し、
ネットワークを安定的に運用し、ネットワーク
データの完全性、秘密保持性、利用可能性の各能
力を保障することをいう。
「ネットワーク運営者」とは、ネットワークの所

有者、管理者及びネットワークサービスプロバイ
ダをいう。
「ネットワークデータ」とは、ネットワークを通

じて収集・保存・伝送・処理及び生産される各種
の電子データをいう。
「個人情報」とは、電子その他の方式によって記

録され、それ単独で又は他の情報と結合して、自
然人個人の身分を識別できる各種情報をいう。こ
れには、自然人の氏名、生年月日、身分証明書番
号、生物的個人識別情報、住所、電話番号等を含
むが、これらに限られない。

２　ネットワーク安全の監督管理

中国内において構築、運営、維持及び使用され
るネットワーク及びネットワーク安全の監督管理
について、ネットワーク安全法が適用される。前
述した「ネットワーク」の定義に鑑みると、ネッ
トワーク安全法の適用範囲は、インターネットに
限定されないと考えられる。

中国政府は、中国内外のネットワーク安全への
リスク及び脅威を監視、防御、処置するために各
種の措置を講じ、重要な情報インフラが攻撃、侵
入、妨害及び破壊されないように保護し、ネット
ワーク空間の安全及び秩序を維持しなければなら
ない。国家は、誠実信用を守り、健康的・文明的
なネットワーク行為を提唱し、社会主義における
基本的価値観を伝授するよう推し進め、全社会の
ネットワーク安全の意識及び水準を向上させ、全
社会がネットワーク安全の良好な環境の促進に共
同で参与するよう措置を講じる。国家ネットワー
ク情報部門は、ネットワーク安全業務及び関連監
督管理業務を統一的に協調させることに責任を負
う。国務院電信主管部門、公安部門その他の関連
部門は、ネットワーク安全法及び関連法律、行政
法規の規定に基づき、それぞれの職責の範囲内に
おいてネットワーク安全保護及び監督管理業務に
責任を負う。いずれの個人及び組織もネットワー
クを使用するにあたっては、憲法及び法律を遵守
し、公共秩序を遵守し、社会マナーを尊重するも
のとされ、ネットワーク安全に危害を及ぼしては
ならず、ネットワークを利用して国家の安全、名
誉及び利益に危害を及ぼし、国家政府の転覆を扇
動し、社会主義制度を覆し、国家分裂を扇動し、
国家統一を破壊し、テロリズム、過激主義を宣揚
し、民族蔑視、民族差別を宣揚し、暴力・わいせ
つ情報を頒布し、虚偽情報を編集・頒布し、経済
秩序及び社会秩序を攪乱し、他人の名誉・プライ
バシー・知的財産権及びその他の合法的権益等を
侵害する活動に従事してはならない。このように、
ネットワーク安全法は、「ネットワークやユーザー
の安全」というよりも、「国家の安全」に重きを置
いているということができる。

ネットワーク運営者が経営及びサービス活動を
展開するにあたっては、法律・行政法規を遵守し、


